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◆平成27年度新賃金
平成27年４月１日現在の35歳ポイントの基準内賃金を、標準乗

数４相当の定期昇給額分とは別に2,000円（0.63%）引き上げる。
平成26年度35歳ポイント 基準内賃金 316,500円

基本給 273,400円
調整手当 26,200円
扶養手当 16,900円
役付手当 0円

◆平成27年度夏季手当
支給月数は、3.0箇月分とする。

支給日は、６月30日以降準備でき次第とする。
＊会社の「回答にあたって」は次ページを参照してください。

2015年度賃金引き上げ、夏季手当等第６回団体交渉

ベア２,０００円、夏季手当３．０ヶ月
要求とはほど遠い回答！
本部は本日再申し入れ！
本部は３月19日、「2015年度賃金引き上げ、夏季手当および諸要求の申し入れ

（申第19号）に基づく、第６回団体交渉を開催しました。会社はＪＲ東海労の要

求に対し、賃金引き上げについては「35歳ポイントの基準内賃金を2,000円引き

上げる」とし、夏季手当については「支給月数3.0箇月」という回答を行いまし

た。しかし、諸手当改善や専任社員の雇用・労働条件の改善、一方的な休日出勤

の解消、年休失効問題等については何ら回答はありませんでした。また、平均賃

金や平均年齢等の諸元や原資について、会社は一切明らかにしませんでした。

本部は回答を持ち帰り検討した結果、要求とはほど遠い回答であることから、

再申し入れを行うこととしました。

会社の回答と「回答にあたって」は以下の通りです。

ＪＲ東海労働組合 ＮＯ．９４２

２０１５．３．１９

ＪＲ東海労働組合
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